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日本港湾行政史の基礎的研究（Il)
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3. (2) 津の所在とその意味

奥富敬之

（日本医科大学）

港湾を意味する語には，前節で記した＂＊門 ’のほかl仁 、i津II > 、斉グ

、渡グなどがある。本節では 大和朝廷においては ''i-'~11 がいかなる意味

をもっていたかという点を問題lとするため， 『日本書紀』における、津グの

の用例を，なるべく網羅的に検出してみたい。

①青雲白肩之津（巻3，神武即位前成午3・10丙子， 4・9甲辰）

『古事記』では， 「青雲之白肩津」と記されている（中巻）。「青雲」は，

、白II Iとか〉る枕詞であるから、白肩津’というのが本当であろう。「河内国

草香巴青雲白肩之津」と 『書紀JICは記されているので，現在の大阪府枚岡

市日下町lζ所在した乙とがわかる。東征中の稀l武天皇が「遡流而上」って，

乙乙IC到着したとあるように，海から遡流して，淀川の中流に位置してい

たものと推定される。「上古北河内lとあった潟湖lとのぞんでいたのであろう」

と推定するむきもあるが（岩波書店刊『日本書紀』頭注），いずれにしても，

内陸部K所在していたものである。「草香巴JK所在していたので，「草香津J
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とも記されており， ζの地を守っていた長髄彦との戦いで，「植盾Jて戦かっ

たので， 「盾津Jとも呼び，靴って，「翠津Jとも呼ばれている。

②荒摂津（巻3，神武即位前成午6・23丁巳）

同じく東征中の神武天皇が，熊野の「丹敷戸畔」を殺したと ζろで，「亦名

丹敷浦Jとある乙とから，本居宣長の 『古事記伝』では伊勢国北牟婁郡錦村

（現三重県度会郡紀勢町錦） ＇ζ比定している。 『類衆倭名抄』では，「志摩国

英虞郡二色郷Jがあり， 『神鳳抄れとは「錦御厨Jがある。しかし，本居内

遠は，「神武紀巡幸路次弁J（「丹敷浦考Jとも云う） ＇ζおいて（『本居宣長全

集』），同南牟婁郡荒阪村二木島（現三重県熊野市二木島町） ＇と比定してい

る。そのほかκも，新宮市三輪崎，東牟婁郡那智勝浦町，西牟婁郡串本l勝浦

町などとする学説もあるが いずれも神武東征の順路IL合致しなし、。、記紀H

lとは，暴風によって船が漂蕩した乙とが記されていると乙ろから見ても，海

港であった乙とが知られる。

ゃ、問題になるのは，この「荒坂津Jが「亦名丹敷浦」げられており，乙

乙を勢力圏とした「丹敷戸畔」 という土酋が存在した乙とである。たんに海

lζ面しているだけの、浦グではあっても，若干地形が港le適していたのか，

、i津グと呼ばれ，土酋にとっては，乙れが生命をかけて守るに足るだけの意

味をもっていたという乙とである。
とよ ろっ

①徳津（巻8，仲哀 2' 3 ' 15丁卯）

『紀伊続風土記』の紀伊国名草郡新在家村（現和歌山市新在家）の条lζ，

「田地の字lζ 、得津グといへる地」があり「国造家建徳二年 (1371〕旧記ニ

草草津郷と書すJとある。和歌山港を河口lζ擁する紀ノ川の下流ではあるが，

河口から約8キロほど内陸lζ入ったと乙ろに位置している。乙の地にいた仲

哀天皇が，熊襲の叛乱を知って，た Yちlζ 「浮海而Jでその討伐に向かって

いるのだから，ゃ、内陸lζ浜しているにしても，海港の役割りをもっていた

乙とには間違いない。

④豊浦津（巻8，仲哀 2' 6' 10庚寅）

（巻8，仲哀 2'7' 5乙9/J)
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長門国豊浦郡豊浦村（現山口県豊浦郡豊浦町）花、室津グという湾に面し

たと乙ろがあるが，仲哀天皇，村1功皇后が泊ったという「穴門豊浦宮」は，

下関市豊浦町の二宮忌宮神社のほうが，地形， II眼路，千珠と満珠の伝説など，

いずれの点、においても，ふさわしい。その忌宮神社の境内には，「伝豊浦宮枇」

の碑がある由である。まさに海港というにふさわしい地形に臨んでいる。

⑤闘津（巻8，仲哀8，正， 4壬午）

『日本書紀』巻3，神武即位前甲寅11,9甲午条l乙「筒水門」とあるのと

同じであろうと思われる。（前節の①参照）。現福岡県遠賀郡芦屋町の遠賀川

河口附近である。神功皇后は，「白山鹿岬，廻之，入商浦，到水門」ったとい

う。乙乙では）嗣frγ にあ る ＂＊ r~＂が，そのま下、闘津H だったわけで，

、浦H ゾ7l<r~ ＂ブ津グが微妙、lζ使い分けられていたζ とが窺がわれる。、浦グ

は海岸全体を指しており，海f［＿面した海湾が、水門グで，その、7J<門’ lζ面

した陵地が、津グだったようである。

⑥ 和E耳津（巻9，神功摂政前庚辰10, 3辛丑）

対島上県郡iζ鰐浦がある。乙れであろう。純然たる海港である。

⑦ 踊輸津（巻9，神功5' 3' 7己酉）

韓国慶尚南道釜山の南の多大浦の乙とであろう。海港である。
わたリ

③路津（巻9，神功46,3乙亥朔）
と〈 じゅん まさんかんさ

韓国慶尚北道大郎にあった加羅諸国のなかの一国，卓淳国の王末錦早岐が

語った言葉のなかK，日本と通交したいけれども， 「未曽有通，不知其道。

l唯海遠浪峨，員lj乗大船，僅可得通。若雌有路津 何以得達耶」という部分が

あり，そこで，一般的な乗船場所と しての意味で、路津’の文学が用いられ

ていることがわかる。

⑨古美津（巻9，神功49,3) 

『興地勝覧』は韓国全羅南道康津と古渓所をあてている。済州島lζ渡るさ

いの要港の白である。

⑬ 津（巻9，神功62，割註所引百済記）

一殻的な意味での用法であり 実体は判然としない。 、とまりグと読むら

しいが，古代末期以降における V白グ l乙通ずるものであろうか。「日本書紀」
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lと頻見されるので，以下， 管見に入ったものを表示しておく。

顕宗紀 3 

欽明紀 16, 2 

17，正

II 31 ,. 4, 2乙酉

敏達紀 12 

推古紀 31 

31 11 

大化2年（ 646 ) 3 ' 22甲申

いずれも，同様な用法である。
、、カいのつ

＠ 猪甘津（巻11，仁徳14'11) 

現大阪市東成区鶴橋町猪飼野で 平野川の東岸にあたる。仁徳天皇がとの

月， ζの、猪i甘津’ IC橋をかけ，「小橋Jと名付けたというのであるが，現鶴

橋町lζは大字名と して 「小橋」の名が残っている。なお，書紀，仁徳天皇13,

10の項に，「横野堤」を築いた乙とが記されているが，『延喜式』の「神名式」

にある「渋川郡横野神社jが， 『河内志』の「在大地村西，今称印色宮JIC 

比定されるので，乙の「横地堤jは，現大阪市生野区紫大地町付近の平野川

の土堤であろうと思われる。もちろん，河口部よりかなり内陸に入ったと乙

ろであるから，乙の「猪甘津Jは海港の可能性がすくない。橋をかけたとい

う点、から見ても，川の渡し場ではなかったYろうか。

⑫難波津（巻11，仁徳62,5) 

とれは，『日本書紀』の各所lζ頻見される。表示すると，つぎのようにな

る。

大津 仁徳紀 30, 9, 11乙丑

難波津允恭紀 42，正， 14成子

難波津欽明紀 31'7 

難波津推古紀 16, 6 ' 15丙辰

難波津 明紀 4' 10, 4甲寅

難波津皇極紀元， 2' 6壬辰
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難波津，皇極紀元 5 > 16庚午

難波津，皇極紀 2 > 6 > 23辛丑

難波津，白雑2年（651) 
なみ i主せ
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神武即位前成午・ 2> 11丁未条などに「浪速国Jとあるように，大阪の地

は，早くから大和朝廷lととっての外港的性絡を具備していたと乙ろであり，

港湾としての性格がきわめて濃厚であったので，応、神紀，41. 2，雄略紀，

17. 3. 2成寅，清寧紀3，正，丙辰朔，顕宗即位前紀等々には，「津国Jと

まで記され，やがて， 「摂津国Jへと転説したほどであり，現今でも，や￥

ニュアンスが相違するが，大阪市のζとを、水の都グと呼んでいるほどであ

る。

すでlζ応神天皇が即位91年lζして難波の大隅宮lζ居し， 仁徳天皇が難波の

高津宮IL:ff/l位していたのであるから，乙の頃lζは，その繁栄が始まっていた

わけである。履仲天皇が大和lζ選都したあとも，允恭紀の42，正， 14成子条

iζ ，新羅からの「貢上調船八十般，及種々~人八十J などが，難波津lζ は入

港ーした乙とが記されており 一定の亭館倉庫の設備があった乙とが知られる。

大化元年（645 ) 7・10丙子条に「津館」の文字がある。

⑬住吉津（巻14，雄略14，正， 13成寅）

住吉神社もある摂津国住吉郡（現大阪市住吉区）であろう。前項でホ津グ

というときに，難波津の全体を統称していると見ると，その、大津’は，乙

の、住吉津（墨江津）”と 後述する、大伴津（御津）グの2所lと分けられる

という。もちろん，海港であった。

⑭磯歯津（巻14，雄略14，正）

「為呉客道，通機歯津路Jとあるようl亡 、呉使グ ＝｜清からの使者のため

l仁 、磯歯津＝磯果つH ，つまり，河口あるいは岬などに路を作ったという

のである。だから，、磯歯津’は動詞であるが，反面，『陪書倭国伝JIL，倭

王が「清道飾館，以待大使」ったという乙とに対応するもので，外交使臣接

待のための設備があった乙とを物語っている。
たき向つ

⑮ 多沙津（巻17，継体23, 3) 

加羅国崎津江の河口部lと位置する海港である。
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⑮ 津路（巻17，継体23,3) 

陸上の、路H IC:.対して，海上の、津H というだけの一般的K用例で，とも

に、みちグと読ませている。

⑪那津（巻18，宣化元，五辛丑朔）

那大津（巻26，斉明 7' 3' 25庚申）

ζの日の詔IC,
みやけ

修造宮家，那津之口。文其筑紫肥豊，三国屯倉，散在懸隔，運輸遥阻。

俄如須要，難以保1率。亦宜課諸郡分移，男宅建那津之口，以備非常，永為民

命。

とあって，明日津H のほとりに、宮家Hを修造し，筑紫 ・IJ巴，豊三国の屯倉

lζ収蔵されている穀物の煩いなどを集めて，乙れに納めて，救急、用にせよと

命じている。 、那津グは「博多大津Jのととで 『類衆倭名抄』に「筑前国

那珂郡中島郷Jとある現北九州市博多の乙とである。古来から，大陸方面lと

対する海港として有名であるが，、宮家ρ 設置のζとから，天皇家の直轄領に

された乙とがわかる。、屯倉Hその他の設備が修造された乙とが示されている

が，港湾目的ではなく，救急救荒を目的とした措置であると説明されている。

斉明7' 3' 25庚申条lとは， f榔大津Jとも記されている。
あちさたのつ

⑮葦北津（巻22，推古17, 4' 4庚子）

百済国の民75人を乗せた潔蕩船が肥後国葦北津l乙泊ったのである。景行紀

18, 5条IL「従葦北発船到火国Jとあるのも，乙れであろう。『類衆倭名抄j

k 「肥後国葦北郡葦北銀｜りがあり， 現熊本県葦北郡葦：｜ヒ町のζ とであろう。

同町lとは，佐敷川と湯浦川の河口部lζ不知火海が湾入していて，絶好の海港

的地形をなしている。
むろのつ

⑬牟婁津（巻26，斉明 4, 11, 11庚寅）

いわゆる有間皇子の陰謀の内容として，「以五百人，一日間夜，滋牟婁律，

疾以船師，断淡路国Jという乙とが計画されたという。和歌山県田辺市の田

辺港lζ比定されるが，多分，難波津から淡路島に向かう舟行を，乙の牟婁津

を抑えて，兵船を出す乙とlζよって，遮断できると考えられたほどの設備を

持っていた乙と，その設備を守備している兵力が500人ほどの手勢で抑えら
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れるほどのものであった乙となどが窺がわれる。また，、船師H，つまり，兵

船も設置されていたという ζとであろうか。

⑮尾資津（巻26，斉明6. 9. 5葵卯註）

新羅王城附近の錦江の河口部らしく，唐の ＂liYri師グ が日本遠征のために集

結したという情報が記されているのである。

＠熟田津（巻26，斉明7，正， 14庚成）

愛媛県松山市古三津町に比定されている。乙の時期lζは，入江であったと

いう。 『万葉集』の額田女王の詠とされる 「熟田津に舟乗りせむと君待てば

云々 Jでも有名である。斉明朝のー船師グが大挙して， 乙乙lζ集結していた

のである。

以上で， 『日本書紀』における、津グの例を，ほY網羅し得たのではない

かと思う。これについて，いわば統計的に集計してみよう。以上の21例のう

ち，一般的な意味lζおける路津，津，津路および韓国所在の踊繍津，古渓津，

多沙津，尾資津を除いて，日本国内における固有の津14例について，つぎの

ように分類する乙とが可能であろう。

A 河口部に位置する海港 ( 5例）

商津 （遠賀JIJ) 難波津（淀川｜）

住吉津（大和川）

牟婁津（会津川）

葦北津（佐敷川， j易浦川）

B 河口部ではない海港 ( 3例）

豊浦津 和耳津 熟田津

c 河口との関係不明の海港（3例）
荒坂津 磯歯津 那津

D 河川に内陸で面している海港（ 2例）

徳劫津（得津， H草津 紀ノ川経由で海l乙通じている。 ）

白肩主主（盾津，翠津一淀川経由で海に通 じている。）

E 内陸河川の渡し場的な津

猪甘津 （平野川の渡し場）
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以上のように， 14例中13例までが海港であり，海港の可能性の少いわずか

1例となった猪甘津も，平野Jllから周辺に数多く存在した河川を経由して，

海iζ通ずる可能性もなくはなかった乙とを思うと，、津がは，ほ Y海港の：意味

iζ用いられたものと考えることもできる。やヨ下って，近江の大津や草津に

しても，、遠つうみH の浜名湖lζ対する、近きうみグである琵琶湖の舟運lζ

用い られたものである乙とを想起すれば，なおさらの乙とである。

なお， 『日本書紀』 lζおいて，「大津」の呼称が与えられているのK，難波

津，那津の2例があり，ともに史料的にも，地形的にも，若干の数の小津を

含み込んだ総称、として用いられており，ともに，宮家あるいは府が設置され，

倉庫宿館の営が存在し， 一定の政治的な配慮がなされていたらしいと乙ろで

ある点に注目される。（後述予定）。

(3）済と；度子

菅見の限りでは， 、．済グの用例は『日本書紀』にはきわめて少ない。
むかい町つJ；うわたリ

① 向津野大済 （巻8，仲哀8，正，み壬子）

② 名護匡大済（ II 

すばさば

周芳沙股浦 （中略）自穴門至向津野大済，為東門。以名護屋大済，為

西門

とあるもの，乙れである。 「向津野大済Jは『類衆倭名抄JIζ 「豊前国宇佐

郡向津」，現大分県速見郡山香町ないし日出町K比定される。「穴門（長門）J

から乙の地にいたる海を「東門」と呼んでいたわけである。

「名護屋大済」は，現北九州市戸畑区で北方海上に突出している名箱屋崎

であろう。乙れも，長門から乙の地lζいたる海を「西門」と呼んでいたので

あり，本州、｜と九州を結ぶ海上ノレートに東西二門があったことを示すものであ

る。東西二門と もに海の乙とであり，両済ともに海lζ面してはいるものの，

より広く見れば，本州、｜と九州、｜との聞にある東西二門の水路を結び付ける、渡

し場グ的な性格のものと見る乙ともできそうである。乙れを，や 3裏付けて

くれるのが，次例である。

③考羅済（巻11，仁徳即位前紀）
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崩御した応神天皇の跡を嗣ぐべく挙兵した大山守皇子の行動と死について

記したと乙ろは，ゃ、長文であるが，引用しておく。
あけば伺 ヲヒ

独領数百兵士，夜半発而行之。会明，詣菟道，将度河，時太子服衣抱，取

撒櫓，密接度子，以載大山守皇子而済。至干河中，挑度子，踊船而傾。於

是，大山守皇子，堕河而没。 （中略）。令求其屍，詑於考羅済。

すなわち，宇治川を渡河しようとした大山守皇子を， 「度子JK扮してい

た菟道稚郎子が渡し船をゆるがして，皇子を水中IC落として殺した，その屍

が「考羅済JIC浮かび出たというのである。乙乙で「済jの字を、渡るグと

読んで、渡河’の意味lζ用いているのみならず，乙の場所自体が，「菟道」の

川，つまり宇治川だったのである。 「考羅済Jの所在は，山城国綴喜郡河原

村，現京都府綴喜郡田辺町河原に比定されているように，純然たる内陸河川

の地であるから，乙乙で云う、済’は渡し場以外のなにものでもないのであ

る。

なお，乙乙IC「度子」という語が，二度にわたって記されている乙とにも

注意しておきたい。内陸河川のすくなくとも主要な、済グ （渡し場） fζは，

乙の「度子」という職務をもったものが大和朝政権下では設定されていたとい

う乙とを意味するものである。乙れは，のち，律令制lζおいては，民部省主

船司の所轄lζ入れられたものらしい。

④難波済（巻11，仁徳30' 9 ' 11乙丑）

⑤葉済 ( // ' II ) 

仁徳天皇が皇后の留守を見計って浮気をした乙とを，乙の「難波済Jで知

った皇后が，持っていた柏の葉を海中に投じたので， 「難波済」を「葉済J

と呼ぶようになったという箇所である。船上にあった皇后を難波の「大津」

にまで，仁徳天皇が出迎えlときているのをよそにして，皇后のほうは， 「大

津」には泊らないで，川より遡って行ってしまったというのであるから，「難

波大津」と「難波済」とは，おのずから別個のものであったことがわかる。

なお，「葉済Jの命名Kついて，「時人号散葉之海，日葉海Jとあるから，「済」

は港湾そのものを指しているのではなく，港湾を利用して渡るべき海そのも

のを指していたのかとも思われるが，むしろ，出迎えていた天皇がいた「大
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津」が海港で， 皇后が用いた「考羅済」が河川の渡し場であったと見ると，

よりすっきりと理解できるのである。

以上の用例から， 、iJ寄H は，ときには海，あるいは河川によってへだてら

れている交通上の二点をむすび付ける渡し場の意味であったと解したいので

あるが，乙の乙とは，日本最古の辞典である 『類衆倭名抄』によっても，あ

る程度まで傍証できるのである。 ζれには，

一子前L反和
済，繭雅注云済 渡処也

名和太利

とあるのである。

なを，中国古代および日本の奈良・平安時代lζは，港湾関係の名辞として，

前述した＂＊~~＂ ' 、津II > 、済グのほかl仁 、渡H ’ 、1白グ があったが，

すくなくとも， 『日本書紀』においては，河川および海を 、渡グ る「渡」と，

舟船を、津グおよび、済グlと、碇泊グさせるなどの、1白グのように，動詞と

しての用例しか菅見に入らなかった。

(4) 大和朝廷下における港湾の発達

以前lζ見たように（No.1 6）、水P ＇~＂ Kは一定の地形と対応する関係があっ

た。すなわち，

尾道水道（佐婆水門），浦賀水道（淡水門）

明石海峡（速吸名門），鳴門海峡（粟水門）

のほかに

福井県常ネ!Ji岬と立石tlilPの聞の入江（淳回門）

京都府熊野郡久美浜町の久美浜向、川掛水門）

などのように，水道， 海峡，入江，湾などの自然的条件をもった地形そのも

のを指す意味があり，乙れが本来の語義であったと考えられる。と ζ ろが，

当然の乙とながら，その地形上の好条件から，港湾と して用いられる乙とが

多くなり，必然的lζ，語義自体までが港湾の意味をもつようlζなった乙とが

看取される。乙のようなかたちで，港湾化した、水門グは，それが、水門グ

の名で呼ばれている段階では，まだ，宿館倉庫などの設営もほとんどなされ

ていず，ほ Y自然的な条件のま〉で利用されていたにすぎなかったものと考
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えられる。

乙の自然的な条件K叶った地形が，港湾として利用される乙とが多くなる

と，やがて，政権側から支配と管理の手が加えられるようになる。宿館倉庫

などが設営され，一定の役所K一定の官l織および任務を得びた者が勤務する

ようになる。乙うなった段階Kおいて，それは， 、水門グである乙とをやめ，

、津H と呼ばれるようになるのである。典型的なものが，難波津であり，那

津であった。

、、7Jく門がより、津N Iζ発展してゆく過程において，その中間的ないしは過

渡的なものとして，長崎県対島上県郡の鰐浦を例iζあげる乙とができるかも

知れない。乙乙は，東lζ北方le突き出た海老島岬と， 西から北東lζ湾曲した

かたちの鬼崎で，湾入部が形成されており，その北側lζ位置する出入口leは，

東西lζ長い裸島が蓋のようにかぶさっていて 湾内への激しい風波の影響を
さL、グ〉

防いでいる。地理的lとも，大陸との交渉にさいする要地でもあったので，「姐
うみのみ主と わに円つ

海水門J（神功紀5'3' 7乙酉条）とも呼ばれていた鰐浦には， 「和T耳津J

（神功摂政前紀庚辰10, 3辛亜条）が成立していたのである。

同様なものとして，「閥水門J（神武即位前甲寅l1, 9甲午。仲哀紀8・正・

4壬午条）には，「闘津J（仲哀紀8，正， 4壬午条）が成立していた。

乙のようなかたちのものが，さらに発展した例を，難波津や那津lとおいて

見る乙とができる。

継体紀6'12条に初見される「難波館」は，その一例である。『類衆倭名

抄.nζは， 「館，客舎也」とあるから，大陸諸国からの客使のための宿館で
あったと思われる。 「難波館」の文字は 『日本書紀』の各所lζ散見される。

百済の使臣，日羅が暗殺されたのは難波館であり（敏達紀12条），高麗の使

臣が難波館lζ入り（斉明紀6' 5' 8成申条），新羅の使臣が餐禄されたの

も，難波館であった（持統紀6'11, 11辛丑条）。推古紀16,4条の「難波高

麗館J，欽明紀 2条で修理された「三韓館J，皇極紀 2'3'13笑亥条の「難

波百済客館Jは，名称を乙とlとしているものの，同ーのものであろうと考え

られている。

欽明紀22条では，長門国の「穴門館」を修治した乙とが見え，乙れより以
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前から「穴門館」が存在した乙とが知られるが ζれは豊浦津のものではな

かった Yろうか。肥後国葦北津には「葦北君Jと呼ばれる国造家がし、た乙と

も知られる（敏達紀12,12条）。

総じて，乙の時期lζ大陸諸国から日本iζ渡航する船は，対島の和斑津から

壱岐島を経て， 北九州の那大津lと入り，西門lと乗じて，瀬戸内海lζ入って，

豊浦津に泊し，内海を東上して，難波大津lζ上陸したものと思われる。もち

ろん，途中の諸所において，潮待ち，風待ちのために，各浦々で碇泊したと

とが考えられる。
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